
○「被害者支援連絡協議会等」の活性化について

平成27年３月30日県相乙達第６号

石川県警察本部長から関係所属長あて

犯罪被害者支援における関係機関・団体等との連絡、協議のための協議会及び

地域ネットワーク（以下「被害者支援連絡協議会等」という。）については、本

県警察において、平成12年度までに警察本部及び警察署が管轄する地域（複数警

察署が管轄する地域を含む。以下同じ。）単位で設置の上、その活性化を推進し

ているところである。

また、犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）に基づく第２次犯罪被害

者等基本計画（平成23年３月25日閣議決定）Ｖの第４の１（10）においても、「被

害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進」が掲

げられ、被害者支援連絡協議会等のメンバー間の連携を図るとともに、相互の協

力を強化し、生活、医療、裁判所等多岐にわたる分野について、具体的な事案に

応じた対応力の向上を図ることが求められている。

被害者支援連絡協議会等については、関係機関・団体等が連携、協力して行う

犯罪被害者支援の中核となるものであることから、下記の点について留意の上、

今後も引き続き、被害者支援連絡協議会等の活性化を図られたい。

記

１ 被害者支援連絡協議会等の設置及び構成に関する留意事項

（1） 被害者支援連絡協議会等の設置

被害者支援連絡協議会等については、引き続き、真に機能的な連絡、協議

の場となるよう関係機関・団体等との連携、協力を強化すること。

なお、市町、警察署の統廃合等があった場合等においては、地域の実情

や警察署等の地理的状況、会員構成等に鑑み、例えば、複数の警察署が合同

で一の行政地域単位での協議会を設置することなど、被害者支援連絡協議会

等の設置単位が、効果的かつ合理的なものであるかについて、必要に応じて

検討すること。

（2） 会員構成

警察本部及び警察署等が管轄する地域単位(以下、それぞれ「本部単位」、

「警察署等単位」という。）の被害者支援連絡協議会等の会員構成について

は、別紙の主な参加機関の例示（本部単位）を参考として、それぞれ、地域

の実情に応じて、未加入の被害者支援関係機関・団体等への新規参画の働き

かけ、必要に応じて幹事会、分科会等の設置を検討するなど、より効果的な

ものとなるよう配意すること。

２ 被害者支援連絡協議会等の活性化を図るための留意事項



（1） 犯罪被害者等による講演会等の開催

会員相互において、犯罪被害者等の心情や個々の特性及び犯罪被害者支援

の意義等についての理解を深めるために、総会、幹事会及び分科会等の場に

おいて、犯罪被害者等による講演、犯罪被害者支援に知見を有する者による

講話などの開催に努めること。

なお、犯罪被害者等による講演を実施する場合には、あらかじめ、その心

情等について、聴講者の理解を求めるなど、犯罪被害者等が講演に際して受

けるおそれのある二次的被害の絶無を期すとともに、犯罪被害者等の負担軽

減に配意すること。

（2） 具体的事例に基づく実戦的シミュレーション訓練等の実施

会員が、それぞれの立場において、いかなる支援をどのように提供するこ

とが可能であるか、相互がどのように協働すべきかなどを確認、検証するた

め、具体的事例を策定し、実戦的シミュレーション訓練等の実施に努めるこ

と。

なお、具体的事例の策定にあたっては、被害直後の危機介入などの初期的

対応を必要とするケースをはじめ、心身の不調、子弟の就学、経済的困窮、

住居、医療、裁判関連等の問題に対する中・長期的対応を必要とするケース

など、様々な具体的事例について検討がなされるよう配意すること。

（3） 会員相互の体制の確立

会員ごとに責任者及び担当者の指定が確実になされるよう配意するととも

に、会員間の連絡体制を確立しておくなど、真に会員相互の連携、協力に資

する体制の構築を徹底すること。

３ 報告

警察署等単位の被害者支援連絡協議会等の新たな設置、再編、会議等の活動

等については、その都度、県民支援相談課被害者支援室へ報告すること。



別紙

主な参加機関の例示（本部単位）

○ 知事部局及び市町の犯罪被害者支援施策担当部門及び関係部門（児童相談所、

精神保健福祉センター、福祉総合相談センター、保健センター、交通事故相談

所、配偶者暴力相談支援センター、婦人保護施設、社会福祉事務所等の行政機

関又はそれらの主管部門を含む）

○ 県及び市町教育委員会

○ 検察庁、矯正施設、保護観察所、法務局人権擁護委員連合会、労働局総務部

企画室、公共職業安定所、海上保安本部等の犯罪被害者支援施策担当部門

○ 日本司法支援センター（法テラス地方事務所）

○ 国土交通省地方運輸局等の犯罪被害者支援担当部門

○ 社会福祉協議会

○ 犯罪被害者等早期援助団体等の民間被害者支援団体

○ 医師会、臨床心理士会、弁護士会

○ 暴力追放運動推進センター、交通安全協会、防犯協会連合会

○ 自動車事故対策機構地方支所

○ その他地域ごとに設置されている犯罪被害者支援の関係機関・団体


